
令和５年度神奈川県立高等学校等使用教科用図書採択方針 

 令和５年度に神奈川県立高等学校及び神奈川県立中等教育学校の後期課程（以下「高等

学校等」という。）において使用する教科用図書（教科書の発行に関する臨時措置法（昭

和23年法律第132号）第２条第１項の規定による教科書をいう。）の採択に関し、その方

針を次のとおり定める。 

なお、採択の手続きに関し必要な事項については、この方針に基づき、神奈川県教育

委員会教育長が別に定める。 

１ 各高等学校等のスクール・ポリシーのうち「育成を目指す資質・能力に関する方針」

及び「教育課程の編成及び実施に関する方針」並びに各教科の目標に基づいて、十分

に教科用図書の調査研究を行い、生徒、学校及び地域の実情を考慮して採択する。 

２ 文部科学大臣が作成する高等学校用教科書目録（令和５年度使用）のうちから採択す

る。 

３ 採択に当たっては、公正の確保に留意する。 

臨教第21号議案関係 
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〔９月上旬〕

公正確保調査報告
回答の集約

神奈川県立高等学校等使用教科書採択関係図（令和５年度使用教科書）

文部科学省 県教育委員会（教育局） 高等学校等

〔３月31日（木）〕

公正確保の徹底等
について（通知）
採択事務処理に
ついて（通知）

使用希望教科書選定

〔７月４日（月）〕

使用希望教科書報告
「選定一覧」

「選定理由一覧」

教科書選定会議
（議長：学校長）

教科書の調査研究

〔６月〕見本本閲覧
教科書センター等に
おける教科書展示会

９
月

〔９月初旬〕
使用教科書採択・決定の通知

〔９月16日まで〕需要数報告

〔７月末～８月初旬〕

需要数仮報告
需要数集計・確認

〔８月23日（火）〕
教育委員会

使用教科書の
採択・決定

８
月

使用希望教科書の
調査研究

再確認

〔６月〕
教科書事務執行
管理システム

公開

７
月

〔７月14日（木）〕
教科書事務執行管理システム

配付・報告依頼

選定等に問題
がある場合は
修正を依頼

〔５月12日(木)〕
第１回教育課程説明会(副校長または教頭対象)

教科書採択事務手続の説明

需要数確定

使用希望教科書の
調査・確認

〔８月４日（木）〕

教科書調査委員会

再提出

確認・
修正

※ 教科書調査委員会（参考：平成４年度使用教科書採択における実績）
　委員数：40名 任期：令和３年７月26日～９月30日
　委員長：指導部長　　委員：教科研代表、地区別校長会議代表、高Ｐ連代表、中学校長代表、大学教員、高校教育課

〔４月15日(金)〕教育委員会

採択方針の決定

４
月

〔４月27日（水）〕

採択手続要領決定・送付

～
〔６月14日（火）〕

「教科用図書の調査研究の結果」公開

〔～４月末〕

教科書目録の
作成・Web公開
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（別紙２） 

令和４年 ６月 17日 

神奈川県教育委員会教育長 様 

県立鶴見高等学校長 

令和５年度使用希望教科書選定に係る教育方針等 

次のとおり令和５年度使用希望教科書選定の際に考慮する教育方針等を報告します。 

学校名 

（学校番号） 

鶴見高等学校 

（ 001 ） 
課程 全日制 校長 平敷 和洋 

選定の際に考慮する教育方針等 

〇 学ぶ意味や価値を認識し、自ら学び、考え、行動できる力を育成します。 

○ 課題を設定して観察・実験を行い考察する、ICT を活用して情報を収集、分析

するなど、探究的な学習活動をとおして、課題の解決に必要な思考力・判断力・ 

表現力を育成します。 

〇 自分とは異なる考えを持つ他者との協働的な学びをとおして、創造性を養い、 

「生きる力」を育成します。 

○ 学びを人生や社会に生かし、自分と社会をより良いものに変えていく力を育成し

ます。 

○ 特別活動や部活動、地域社会との連携などをとおして、豊かな人間性、社会参画

に必要な力を育成します。 
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